
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
駒
市

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
意
見
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
一
月
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ジ
ョ
ー
シ
ン
東
生
駒
店

所
在
地

生
駒
市
小
明
町
七
四
一
ー
一
ほ
か

二

生
駒
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

建
築
基
準
法
等
関
係
法
令
に
基
づ
く
規
制
等
を
遵
守
す
る
こ
と
。

２

屋
外
広
告
物
を
掲
げ
る
と
き
は
、
屋
外
広
告
物
法
、
奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
、
生
駒
市
屋
外

広
告
物
規
則
等
を
遵
守
し
、
生
駒
市
都
市
計
画
課
に
事
前
協
議
の
う
え
、
屋
外
広
告
物
許
可
を
受

け
て
、
正
し
く
掲
出
す
る
こ
と
。

３

本
市
は
、
奈
良
県
景
観
計
画
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
施
行
）
の
景
観
計
画
区
域
に
含
ま

れ
る
た
め
、
こ
の
内
容
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
造
成
、
建
築
等
を
行
う
場
合
に
は
、
な
る
べ
く

地
形
や
緑
を
生
か
す
工
夫
を
す
る
こ
と
。

４

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。

５

事
業
所
か
ら
排
出
さ
れ
る
一
般
廃
棄
物
は
、
事
業
者
の
責
任
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
、

自
ら
市
清
掃
リ
レ
ー
セ
ン
タ
ー
に
搬
入
し
、
又
は
市
許
可
業
者
に
収
集
運
搬
を
委
託
す
る
こ
と
。

６

事
業
系
一
般
廃
棄
物
減
量
計
画
に
基
づ
き
、
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
棄
物
の
再
生
利
用

を
行
う
等
そ
の
減
量
に
努
め
る
こ
と
。

７

騒
音
規
制
法
又
は
振
動
規
制
法
に
係
る
特
定
施
設
に
該
当
す
る
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、
遅

滞
な
く
届
出
を
行
う
こ
と
。

８

地
元
水
利
組
合
及
び
農
家
区
長
と
十
分
協
議
し
、
近
隣
農
地
へ
の
被
害
防
止
に
努
め
る
こ
と
。

９

生
駒
市
安
全
で
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
、
地
域
の
安
全
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

当
計
画
地
へ
の
進
入
道
路
は
北
行
き
車
線
の
一
方
向
で
あ
る
旨
を
標
示
等
で
徹
底
し
、
国
道
一

10
六
八
号
に
車
両
が
流
入
す
る
と
き
に
事
故
等
が
発
生
し
な
い
た
め
の
措
置
及
び
ピ
ー
ク
時
に
渋
滞

が
発
生
し
な
い
た
め
の
対
策
を
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
。

道
路
上
に
車
両
等
を
駐
車
さ
せ
な
い
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
。

11

市
道
を
占
有
し
、
又
は
形
状
変
更
す
る
場
合
は
、
市
の
許
可
又
は
承
認
を
得
る
こ
と
。
ま
た
、

12



市
道
を
損
傷
し
た
場
合
は
、
市
の
指
示
に
従
い
、
申
請
者
の
負
担
に
お
い
て
原
状
復
旧
す
る
こ
と
。

工
事
期
間
中
は
工
事
車
両
等
の
通
行
に
注
意
し
、
子
ど
も
等
が
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ

13
う
適
所
に
警
備
員
を
配
置
す
る
等
の
安
全
対
策
を
十
分
施
す
と
と
も
に
、
通
学
及
び
通
園
に
支
障

が
生
じ
る
場
合
は
、
該
当
す
る
小
中
学
校
及
び
幼
稚
園
と
協
議
す
る
こ
と
。

埋
蔵
文
化
財
発
掘
の
届
出
は
必
要
な
い
が
、
工
事
中
に
遺
構
、
土
器
等
の
遺
物
を
発
見
し
た
場

14
合
は
、
文
化
財
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
き
直
ち
に
工
事
を
中
止
し
、
生
駒
市
生
涯
学
習
課
へ
連
絡

を
行
う
こ
と
。

三

縦
覧
場
所

奈
良
県
商
工
労
働
部
商
業
振
興
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
一
月
八
日
か
ら
同
年
二
月
八
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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